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報告第１８号 

専決処分の承認を求めることについて 

 令和２年度戸田市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）について、地方

自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙のと

おり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

令和２年１１月２４日提出 

戸田市長 菅 原 文 仁 
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専決第７号 

専 決 処 分 書 

 次の事項について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１

項の規定により、専決処分する。 

令和２年度戸田市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

令和２年１０月１３日 

戸田市長 菅 原 文 仁 
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令和２年度戸田市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

 令和２年度戸田市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定める

ところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１５,０００千円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１０,５７６,２２４千円とす

る。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の

歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
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議案第７４号 

職員の給与に関する条例及び戸田市会計年度任用職員の給与及び費用弁

償に関する条例の一部を改正する条例 

（職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 職員の給与に関する条例（昭和２６年条例第２８号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第１７条の２第２項及び第３項中「１００分の１３０」を「１００分の１２５」に

改める。 

第２条 職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

 第１７条の２第２項及び第３項中「１００分の１２５」を「１００分の１２７．５」

に改める。 

（戸田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

第３条 戸田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年

条例第１２号）の一部を次のように改正する。 

第１６条第１項に後段として次のように加える。 

この場合において、給与条例第１７条の２第２項中「１００分の１２５」

とあるのは、「１００分の１３０」と読み替えるものとする。

第２４条第１項後段中「第１７条の２第４項」を「第１７条の２第２項中

「１００分の１２５」とあるのは「１００分の１３０」と、同条第４項」に

改め、「、若しくは失職し」を削る。 

第４条 戸田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を次

のように改正する。 

第１６条第１項後段を削る。 

第２４条第１項後段中「第１７条の２第２項中「１００分の１２５」とあ

るのは「１００分の１３０」と、同条第４項」を「第１７条の２第４項」に

改める。 

附 則 

この条例中第１条及び第３条の規定は公布の日から、第２条及び第４条の規

定は令和３年４月１日から施行する。 

令和２年１１月２４日提出

戸田市長 菅 原 文 仁 
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議案第７５号

 市長及び副市長の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

（市長及び副市長の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 市長及び副市長の給与に関する条例（昭和４３年条例第２０号）の一

部を次のように改正する。 

第５条第２項中「１００分の２２５」を「１００分の２２０」に改める。 

第２条 市長及び副市長の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

第５条第２項中「１００分の２２０」を「１００分の２２２.５」に改める。 

（戸田市議員報酬及び議員の費用弁償等に関する条例の一部改正） 

第３条 戸田市議員報酬及び議員の費用弁償等に関する条例（昭和３６年条例

第５号）の一部を次のように改正する。 

第４条第２項中「１００分の２２５」を「１００分の２２０」に改める。 

第４条 戸田市議員報酬及び議員の費用弁償等に関する条例の一部を次のよう

に改正する。 

 第４条第２項中「１００分の２２０」を「１００分の２２２.５」に改める。 

（戸田市教育委員会教育長の給料等に関する条例の一部改正） 

第５条 戸田市教育委員会教育長の給料等に関する条例（昭和３９年条例第３

号）の一部を次のように改正する。 

第５条第２項中「１００分の２２５」を「１００分の２２０」に改める。 

第６条 戸田市教育委員会教育長の給料等に関する条例の一部を次のように改

正する。 

第５条第２項中「１００分の２２０」を「１００分の２２２.５」に改める。 

附 則 

 この条例中第１条、第３条及び第５条の規定は公布の日から、第２条、第４

条及び第６条の規定は令和３年４月１日から施行する。 

令和２年１１月２４日提出 

戸田市長 菅 原 文 仁 
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議案第７６号 

戸田市行政組織条例等の一部を改正する条例 

 （戸田市行政組織条例の一部改正） 

第１条 戸田市行政組織条例（昭和６２年条例第１１号）の一部を次のように

改正する。 

 第１条中「政策秘書室」を「市長公室」に、 

「総務部 

  財務部    」 

 を 

「企画財政部 

  総務部 」 

に、 

「福祉部 

こども青少年部 

都市整備部  」 

 を 

「健康福祉部 

こども健やか部 

都市整備部 

水安全部   」 

に改める。 

 第２条政策秘書室の項中「政策秘書室」を「市長公室」に改め、第１号を

削り、第２号を第１号とし、第３号を第２号とし、同項に次の１号を加える。 

(3) 行政ニーズへの的確な対応及び市政の充実を図るため、市長の指定

した事項に係る関係部課との連絡調整を行う。 

第２条危機管理防災課の項の次に次の１項を加える。 

企画財政部 

(1) 市政の基本方針に沿った政策の推進を図るため、企画及び総合調整

を行う。 

(2) 行政運営の継続的な改善及び見直しを図るため、行財政改革の推進

を行う。 

(3) 健全かつ計画的な財政運営を図るため、財源の確保及び適正な予算
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の配分を行う。 

(4) 行政事務の効率化及び行政サービスの高度化を図るため、電子自治

体の推進体制及び情報セキュリティ対策の強化を行う。 

(5) 市勢に関する正確な情報を把握するため、統計調査を行う。

(6) 市民が公有財産を快適に利用できるよう、公有財産の適切な管理及

び有効活用を行う。 

(7) 安定した財源を確保するため、市税等の適正で公平な賦課徴収を行

う。 

 第２条総務部の項中第４号を削り、第３号を第４号とし、第２号を第３号

とし、第１号の次に次の１号を加える。 

(2) 行政事務の効率的な執行を図るため、行政組織の整備及び事務分掌

の整理を行う。 

 第２条総務部の項中第５号を削り、第６号を第５号とし、同号の次に次の

１号を加える。 

(6) 適正な行政運営を行うため、公正な契約及び厳正な検査を行う。

第２条総務部の項中第７号を次のように改める。 

(7) 市民が庁舎を快適に利用できるよう、庁舎及び附帯設備の適切な管

理及び有効活用を行う。 

第２条総務部の項中第８号を削り、第９号を第８号とする。 

 第２条財務部の項を削り、同条市民生活部の項第３号中「及び円滑な交通環

境」を削り、「、消費生活対策及び交通対策」を「及び消費生活対策」に改め、

同条福祉部の項中「福祉部」を「健康福祉部」に改め、同条こども青少年部の

項中「こども青少年部」を「こども健やか部」に改め、同条都市整備部の項第

３号及び第４号を次のように改める。 

(3) 安心して住み続けられる住宅づくりと秩序ある利便性の高い都市

生活を確保するため、住宅に関する取組を行う。 

(4) 快適かつ効率的な公共交通サービスを確保するため、交通対策を行

う。 

第２条に次の１項を加える。 

水安全部 

(1) 安全で利便性の高い水辺環境を確保するため、河川及び水路網の整

備を行う。 
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（戸田市名誉市民条例の一部改正） 

第２条 戸田市名誉市民条例（平成２７年条例第２１号）の一部を次のように

改正する。 

 第４条第６項中「政策秘書室」を「市長公室」に改める。 

（戸田市表彰審査委員会条例の一部改正） 

第３条 戸田市表彰審査委員会条例（平成２５年条例第４号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第７条中「政策秘書室」を「市長公室」に改める。 

（戸田市行政不服審査法施行条例の一部改正） 

第４条 戸田市行政不服審査法施行条例（平成２８年条例第４号）の一部を次

のように改正する。 

 第９条中「総務部庶務課」を「総務部行政管理課」に改める。 

（戸田市総合振興計画審議会条例の一部改正） 

第５条 戸田市総合振興計画審議会条例（昭和５９年条例第３号）の一部を次

のように改正する。 

 第５条中「総務部経営企画課」を「企画財政部共創企画課」に改める。 

（戸田市外部評価委員会条例の一部改正） 

第６条 戸田市外部評価委員会条例（平成２８年条例第２１号）の一部を次の

ように改正する。 

 第７条中「総務部経営企画課」を「企画財政部共創企画課」に改める。 

（戸田市同和対策審議会設置条例の一部改正） 

第７条 戸田市同和対策審議会設置条例（昭和５４年条例第１４号）の一部を

次のように改正する。 

 第８条中「総務部庶務課」を「総務部行政管理課」に改める。 

（戸田市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正） 

第８条 戸田市職員の特殊勤務手当に関する条例（平成１３年条例第７号）の

一部を次のように改正する。 

 第３条中「長寿介護課」を「健康長寿課」に改める。 

（戸田市交通災害共済条例の一部改正） 

第９条 戸田市交通災害共済条例（昭和５０年条例第６号）の一部を次のよう

に改正する。 

第１４条中「市民生活部防犯くらし交通課」を「市民生活部くらし安心課」
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に改める。 

（戸田市火災共済条例の一部改正） 

第１０条 戸田市火災共済条例（昭和６１年条例第３７号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第１５条中「市民生活部防犯くらし交通課」を「市民生活部くらし安心課」

に改める。 

（戸田市福祉施策審議会条例の一部改正） 

第１１条 戸田市福祉施策審議会条例（平成１５年条例第６号）の一部を次の

ように改正する。 

 第９条中「福祉部福祉総務課」を「健康福祉部福祉総務課」に改める。 

（戸田市保健対策推進協議会条例の一部改正） 

第１２条 戸田市保健対策推進協議会条例（平成２５年条例第１０号）の一部

を次のように改正する。 

 第７条中「福祉部福祉保健センター」を「健康福祉部福祉保健センター」に

改める。 

（戸田市老人ホーム入所等判定委員会条例の一部改正） 

第１３条 戸田市老人ホーム入所等判定委員会条例（平成２５年条例第６号）

の一部を次のように改正する。 

 第７条中「福祉部長寿介護課」を「健康福祉部健康長寿課」に改める。 

（戸田市地域包括支援センター運営協議会条例の一部改正） 

第１４条 戸田市地域包括支援センター運営協議会条例（平成１８年条例第４

号）の一部を次のように改正する。 

 第６条中「福祉部長寿介護課」を「健康福祉部健康長寿課」に改める。 

（戸田市児童福祉審議会条例の一部改正） 

第１５条 戸田市児童福祉審議会条例（平成１３年条例第５号）の一部を次の

ように改正する。 

 第９条中「こども青少年部こども家庭課」を「こども健やか部こども家庭

支援室」に改める。 

（戸田市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部改正） 

第１６条 戸田市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例（昭和４１年

条例第４６号）の一部を次のように改正する。 

第４条第２項中「上下水道部」を「水安全部」に改める。 
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 （戸田市上下水道事業経営審議会条例の一部改正） 

第１７条 戸田市上下水道事業経営審議会条例（平成１９年条例第２７号）の

一部を次のように改正する。 

第７条中「上下水道部上下水道経営課」を「水安全部総務課」に改める。 

附 則 

この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

令和２年１１月２４日提出 

戸田市長 菅 原 文 仁 
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議案第７７号 

戸田市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定め

る条例の一部を改正する条例 

 戸田市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条

例（平成３０年条例第１４号）の一部を次のように改正する。 

 第５条第２項「主任介護支援専門員」の次に「（以下この項において「主任介

護支援専門員」という。）」を加え、同項に次のただし書を加える。 

ただし、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理

由がある場合については、介護支援専門員（主任介護支援専門員を除く。）を

前項に規定する管理者とすることができる。 

附則第２項中「平成３３年３月３１日」を「令和９年３月３１日」に改め、

附則に次の１項を加える。 

３ 令和３年４月１日以後における前項の規定の適用については、前項中「、

第５条第２項」とあるのは「令和３年３月３１日までに法第４６条第１項の

指定を受けている事業所（同日において当該事業所における第５条第１項に

規定する管理者（以下この項において「管理者」という。）が、介護保険法施

行規則第１４０条の６６第１号イ(３)に規定する主任介護支援専門員でない

ものに限る。）については、第５条第２項」と、「介護支援専門員（介護保険

法施行規則第１４０条の６６第１号イ(３)に規定する主任介護支援専門員を

除く。）を第５条第１項に規定する」とあるのは「引き続き、令和３年３月 

３１日における管理者である介護支援専門員を」とする。 

附 則 

この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

令和２年１１月２４日提出 

戸田市長 菅 原 文 仁 
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議案第７８号 

戸田市営福祉住宅条例の一部を改正する条例 

 戸田市営福祉住宅条例（平成１２年条例第５０号）の一部を次のように改正

する。 

 附則第２項中「特例基準割合（当該年の前年に」を「延滞金特例基準割合（」

に、「の規定により告示された割合」を「に規定する平均貸付割合」に改め、「（以

下この項において「特例基準割合適用年」という。)」を削り、「当該特例基準

割合適用年」を「その年」に、「特例基準割合に」を「延滞金特例基準割合に」

に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和３年１月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の戸田市営福祉住宅条例の規定は、施行日以後の期

間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金につい

ては、なお従前の例による。 

令和２年１１月２４日提出 

戸田市長 菅 原 文 仁 
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議案第７９号 

戸田市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例 

 戸田市後期高齢者医療に関する条例（平成２０年条例第４号）の一部を次の

ように改正する。 

附則第２条中「特例基準割合（当該年の前年に」を「延滞金特例基準割合（」

に、「の規定により告示された割合」を「に規定する平均貸付割合」に改め、「（以

下この条において「特例基準割合適用年」という。）」を削り、「当該特例基準割

合適用年」を「その年」に、「特例基準割合に」を「延滞金特例基準割合に」に

改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和３年１月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の戸田市後期高齢者医療に関する条例の規定は、施

行日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する

延滞金については、なお従前の例による。 

令和２年１１月２４日提出 

戸田市長 菅 原 文 仁 
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議案第８０号 

戸田市屋外広告物条例の一部を改正する条例 

 戸田市屋外広告物条例（平成２５年条例第３９号）の一部を次のように改正

する。  

第７条第５項に次の１号を加える。 

(3) 公益上必要な施設又は物件に表示し、又は設置する広告物又は掲出物件

であって、その広告料収入を当該公益上必要な施設又は物件の設置又は管

理に要する費用に充てるもの 

 第７条中第７項を第８項とし、第６項を第７項とし、第５項の次に次の１項

を加える。 

６ 法人その他の団体が表示し、又は設置する広告物又は掲出物件であって、

その広告料収入を地域における公共的な取組であって市長が定めるものに要

する費用の全部又は一部に充てるものについては、規則で定めるところによ

り市長の許可を受けて表示し、又は設置する場合に限り、第４条及び第５条

（第１号、第３号、第４号、第７号及び第８号を除く。）の規定は、適用しな

い。 

第１０条第１項中「及び第７条第５項」を「並びに第７条第５項及び第６項」

に改める。 

 第１１条第１項、第１２条第１項及び第１３条第１項中「第７条第５項」の

次に「若しくは第６項」を加える。 

 第１６条第１項中「又は掲出物件」を「若しくは掲出物件」に改め、「その者）」

の次に「又は広告物若しくは掲出物件の所有者若しくは占有者（以下「広告物

の所有者等」という。）」を、「補修」の次に「、除却」を加え、同条の次に次の

１条を加える。 

 （点検） 

第１６条の２ 広告物の所有者等は、その所有し、又は占有する広告物又は掲

出物件について、規則で定めるところにより、前条第３項に規定する者に、

当該広告物及び掲出物件の本体、接合部、支持部分等の劣化及び損傷の状況

を定期的に点検させなければならない。ただし、規則で定める広告物又は掲

出物件については、この限りでない。 

２ 広告物の所有者等は、この条例の規定による許可の申請を行う場合には、

前項の点検の結果を市長に提出しなければならない。ただし、市長がその必
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要がないと認めるときは、この限りでない。 

第１９条第１項中「若しくは公衆」を「又は公衆」に改める。 

第２０条第２項第２号中「所有者等」を「所有者、占有者その他当該広告物

又は掲出物件について権原を有する者」に改める。 

 第３３条第２号中「第６項並びに第７項」を「第７項並びに第８項」に改め

る。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第１６条第１項の改正規定（「又

は掲出物件」を「若しくは掲出物件」に改める部分を除く。）、第１６条の次に

次の１条を加える改正規定及び第２０条第２項第２号の改正規定は、令和３年

４月１日から施行する。 

令和２年１１月２４日提出 

戸田市長 菅 原 文 仁 
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議案第８１号 

戸田市営住宅条例の一部を改正する条例 

戸田市営住宅条例（平成９年条例第３５号）の一部を次のように改正する。 

 附則第７項中「特例基準割合（当該年の前年に」を「延滞金特例基準割合（」

に、「の規定により告示された割合」を「に規定する平均貸付割合」に改め、「（以

下この項において「特例基準割合適用年」という。)」を削り、「当該特例基準

割合適用年」を「その年」に、「特例基準割合に」を「延滞金特例基準割合に」

に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和３年１月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の戸田市営住宅条例の規定は、施行日以後の期間に

対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、

なお従前の例による。 

令和２年１１月２４日提出 

戸田市長 菅 原 文 仁 
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議案第８２号 

戸田市道路占用料条例の一部を改正する条例 

 戸田市道路占用料条例（昭和５１年条例第１１号）の一部を次のように改正

する。 

附則第３項中「特例基準割合（当該年の前年に」を「延滞金特例基準割合（」

に、「の規定により告示された割合」を「に規定する平均貸付割合」に改め、「（以

下この項において「特例基準割合適用年」という。）」を削り、「当該特例基準割

合適用年」を「その年」に、「特例基準割合に」を「延滞金特例基準割合に」に

改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和３年１月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の戸田市道路占用料条例の規定は、施行日以後の期

間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金につい

ては、なお従前の例による。 

令和２年１１月２４日提出 

戸田市長 菅 原 文 仁 
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議案第８３号 

戸田市火災予防条例の一部を改正する条例 

 戸田市火災予防条例（昭和３７年条例第３号）の一部を次のように改正する。 

 第８条の３第１項中「第４４条第１０号」を「第４４条第１１号」に改める。 

 第１１条の２第１項中「変圧して、」の次に「電気自動車等（」を、「原動機

付自転車をいう。」の次に「第１２号において同じ。）をいう。」を加え、「５０

キロワット」を「２００キロワット」に改め、同項中第１４号を第１８号とし、

第１３号を第１７号とし、同項第１２号イを次のように改める。 

イ 異常な高温とならないこと。

第１１条の２第１項第１２号に次のように加える。 

ウ 温度の異常を自動的に検知する構造とし、異常な高温又は低温を検知

した場合には、急速充電設備を自動的に停止させること。 

エ 制御機能の異常を自動的に検知する構造とし、制御機能の異常を検知

した場合には、急速充電設備を自動的に停止させること。 

 第１１条の２第１項中第１２号を第１６号とし、同号の前に次の３号を加え

る。 

(13) コネクター（充電用ケーブルを電気自動車等に接続するための部分を

いう。以下この号において同じ。）について、操作に伴う不時の落下を防止

する措置を講ずること。ただし、コネクターに十分な強度を有するものに

あっては、この限りでない。 

(14) 充電用ケーブルを冷却するため液体を用いるものにあっては、当該液

体が漏れた場合に、漏れた液体が内部基板等の機器に影響を与えない構造

とすること。また、充電用ケーブルを冷却するために用いる液体の流量及

び温度の異常を自動的に検知する構造とし、当該液体の流量又は温度の異

常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させる措置を講ずる

こと。 

(15) 複数の充電用ケーブルを有し、複数の電気自動車等に同時に充電する

機能を有するものにあっては、出力の切替えに係る開閉器の異常を自動的

に検知する構造とし、当該開閉器の異常を検知した場合には、急速充電設

備を自動的に停止させる措置を講ずること。 

 第１１条の２第１項中第１１号を第１２号とし、第７号から第１０号までを

１号ずつ繰り下げ、同項第６号中「電気を動力源とする自動車等」を「電気自
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動車等」に改め、同号を同項第７号とし、同項第５号中「電気を動力源とする

自動車等」を「電気自動車等」に改め、同号を同項第６号とし、同項第４号中

「電気を動力源とする自動車等」を「電気自動車等」に改め、同号を同項第５

号とし、同項中第１号から第３号までを１号ずつ繰り下げ、同項に第１号とし

て次の１号を加える。 

(1) 急速充電設備（全出力５０キロワット以下のもの及び消防長が認める延

焼を防止するための措置が講じられているものを除く。）を屋外に設ける場

合にあっては、建築物から３メートル以上の距離を保つこと。ただし、不

燃材料で造り、又は覆われた外壁で開口部のないものに面するときは、こ

の限りでない。 

 第４４条第１４号中「充てんする」を「充塡する」に改め、同号を同条第 

１５号とし、同条中第１０号から第１３号までを１号ずつ繰り下げ、第９号の

次に次の１号を加える。 

(10) 急速充電設備（全出力５０キロワット以下のものを除く。）

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされているこの条例

による改正後の戸田市火災予防条例第１１条の２第１項に規定する急速充電

設備に係る位置、構造及び管理に関する基準の適用については、なお従前の

例による。 

令和２年１１月２４日提出 

戸田市長 菅 原 文 仁 
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議案第８４号 

戸田市立学校設置条例の一部を改正する条例 

 戸田市立学校設置条例（昭和３９年条例第２３号）の一部を次のように改正

する。 

 別表第１の(6)戸田市立戸田東小学校の項中「戸田市下戸田１丁目３番３号」

を「戸田市下戸田１丁目１１番１５号」に改める。 

附 則 

この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

令和２年１１月２４日提出 

戸田市長 菅 原 文 仁 
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議案第８５号 

戸田市学童保育室条例の一部を改正する条例 

 戸田市学童保育室条例（平成１９年条例第１７号）の一部を次のように改正

する。 

 別表第１中 

「 

戸田東小学校学童保育室 戸田市下戸田１丁目３番３号 戸田東小

学校敷地内 

」 

を 

「 

戸田東小学校第１学童保育室 戸田市下戸田１丁目１１番１５号 戸田

東小学校敷地内 

戸田東小学校第２学童保育室 戸田市下戸田１丁目１１番１５号 戸田

東小学校敷地内 

」 

に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

 （準備行為） 

２ この条例の施行日前であっても、改正後の戸田市学童保育室条例の規定に

よる放課後児童健全育成事業の実施に関し必要な行為を行うことができる。 

令和２年１１月２４日提出 

戸田市長 菅 原 文 仁 
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議案第８６号 

戸田駅西口駅前交通広場整備工事請負契約について 

 戸田駅西口駅前交通広場整備工事請負契約をするについて、議会の議決に付

すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年条例第９号）第

２条の規定により、議会の議決を求める。 

記 

１ 工 事 名 戸田駅西口駅前交通広場整備工事 

２ 場 所 戸田市大字新曽字柳原４１８番２外 

３ 工事内容 戸田駅西口駅前交通広場の整備に伴う工事 

４ 金 額 金２５８,２８０,０００円 

(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金23,480,000円) 

５ 工 期 本契約締結日の翌日から 

令和４年２月２８日まで 

６ 契 約 者 戸田市美女木５丁目４番地の２ 

株式会社市ヶ谷組 

代表取締役 市ヶ谷 昌 彦 

令和２年１１月２４日提出 

戸田市長 菅 原 文 仁 
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議案第８６号参考 

 戸田駅西口駅前交通広場整備工事概要 

１ 工事概要 

(1) 戸田駅西口駅前交通広場の整備に伴う工事

① 戸田駅西口駅前交通広場 4,600 ㎡ 

② 都 市 計 画 道 路 247.9ｍ 
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入 札   結   果 

(消費税及び地方消費税の額含まず。単位円) 

回 数 

 業 者 名 
第 １ 回 摘 要 

(株) 市 ヶ 谷 組 ２３４,８００,０００ 落 札 

(株) ジ ン ワ 辞 退 

（消費税及び地方消費税の額含まず。単位円） 

設 計 額 ２４２,０６２,０００ 

予 定 価 格 ２４２,０６２,０００ 

調 査 基 準 価 格 ２１８,１３０,０００ 
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議案第８７号 

財産の取得について 

 市立小・中学校学習系学習者用パソコン機器一式として、下記のとおり財産

を取得するものとする。よって、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又

は処分に関する条例（昭和３９年条例第９号）第３条の規定により、議会の議

決を求める。 

記 

１ 取得財産名 市立小・中学校学習系学習者用パソコン機器一式 

２ 納 入 場 所 市立小学校１２校及び市立中学校６校 

３ 仕 様 内 容 学習系学習者用パソコン ７,６８０台 

４ 金 額 金４９５,３４３,５３０円 

(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金45,031,230円) 

５ 納 入 期 限 令和３年２月２８日 

６ 契 約 者 東京都千代田区外神田６丁目１５番１２号 

富士電機ＩＴソリューション株式会社 

代表取締役 及 川   弘 

令和２年１１月２４日提出 

戸田市長 菅 原 文 仁 
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議案第８７号参考 

 市立小・中学校学習系学習者用パソコン機器一式概要 

１ 概要 

ＧＩＧＡスクール構想に沿い、市立小学校及び中学校において、児童

生徒１人１台端末を前提とした学校ＩＣＴ活用環境（端末）を整備するこ

とを目的に学習系学習者用パソコンの購入を行うものである。 

２ 仕様 

学習系学習者用パソコン ７,６８０台 

内訳 小学校１２校分  ５,４４２台 

 中学校 ６校分  ２,２３８台 
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入 札   結   果 

(消費税及び地方消費税の額含まず。単位円) 

回 数 

 業 者 名 
第 １ 回 摘 要 

富士電機ＩＴソリューション (株) ４５０,３１２,３００ 落 札 

(株) 内田洋行 営業統括グループ 辞 退 

(株) ス リ ー ウ エ イ 辞 退 

（消費税及び地方消費税の額含まず。単位円） 

設 計 額 ４５２,２９２,４００ 

予 定 価 格 ４５２,２９２,４００ 
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議案第８８号 

財産の取得について 

 戸田東小・中学校新校舎備品一式として、下記のとおり財産を取得するもの

とする。よって、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する

条例（昭和３９年条例第９号）第３条の規定により、議会の議決を求める。 

記 

１ 取得財産名 戸田東小・中学校新校舎備品一式 

２ 納 入 場 所 戸田東小学校及び戸田東中学校 

３ 仕 様 内 容 戸田東小・中学校備品 １２７品目 

４ 金 額 金３９,６００,０００円 

(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金３,６００,０００円) 

５ 納 入 期 限 令和３年２月２８日 

６ 契 約 者 戸田市笹目３丁目５番地の５ 

株式会社アイティワン 

代表取締役 大 刕 誠 

令和２年１１月２４日提出 

戸田市長 菅 原 文 仁 
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議案第８８号参考 

 戸田東小・中学校新校舎備品一式概要 

１ 概要 

建て替え工事中の戸田東小・中学校の新校舎が令和３年４月に供用開始

となることに伴い、新校舎に必要な備品の購入を行うものである。 

２ 仕様 

新校舎の諸室に必要な什器等備品一式 

種  類 品 目 数 数  量 

各種机 ３７ ２９９ 

各種椅子 ３９ ８６１ 

各種棚 ３３ １２８ 

その他 １８ ７６ 
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入 札   結   果 

 (消費税及び地方消費税の額含まず。単位円) 

回 数 

 業 者 名 
第 １ 回 摘 要 

(株) ア イ テ ィ ワ ン ３６,０００,０００ 落 札 

(株) ス リ ー ウ エ イ 辞 退 

(消費税及び地方消費税の額含まず。単位円) 

設 計 額 ３６,９０４,４２４ 

予 定 価 格 ３６,９０４,４２４ 
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議案第８９号 

損害賠償の額を定めることについて 

次のとおり損害賠償の額を定めることについて、地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第９６条第１項の規定により議会の議決を求める。 

１ 損害賠償の額     ５３８円 

２ 損害賠償の相手方 

   住 所  （略） 

   氏 名  （略） 

３ 概要 

  新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から延期していた業務を中止した

ことに伴い発生した休業日の賃金に係る遅延損害金を、非常勤職員に支払う

ものである。 

  令和２年１１月２４日提出 

戸田市長 菅 原 文 仁        
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議案第９０号 

   損害賠償の額を定めることについて 

 次のとおり損害賠償の額を定めることについて、地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第９６条第１項の規定により議会の議決を求める。 

１ 損害賠償の額   １０,４５８円 

２ 損害賠償の相手方 

   住 所  （略） 

   氏 名  （略） 

         

３ 概要 

  戸田市立中央図書館で平成２８年４月１日から令和３年３月３１日までの

賃貸借契約を締結しているリース機器の一部を紛失したものである。 

  令和２年１１月２４日提出 

戸田市長 菅 原 文 仁  

 

 



議案第９１号 

指定管理者の指定について 

 下記のとおり公の施設の指定管理者を指定したいから、地方自治法（昭和 

２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定に基づき、議会の議決を求

める。 

記

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

 戸田市スポーツセンター 

２ 指定管理者候補者の名称 

戸田市上戸田４丁目８番１号 

 公益財団法人戸田市文化スポーツ財団 

３ 指定する期間 

令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 

令和２年１１月２４日提出 

戸田市長 菅 原 文 仁 
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議案第９２号 

指定管理者の指定について 

 下記のとおり公の施設の指定管理者を指定したいから、地方自治法（昭和 

２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定に基づき、議会の議決を求

める。 

記

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

戸田市立心身障害者福祉センター 

 戸田市立福祉作業所もくせい園 

２ 指定管理者候補者の名称 

戸田市大字上戸田５番地の６ 

社会福祉法人戸田市社会福祉協議会 

３ 指定する期間 

令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 

令和２年１１月２４日提出 

戸田市長 菅 原 文 仁 
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議案第９３号 

指定管理者の指定について 

 下記のとおり公の施設の指定管理者を指定したいから、地方自治法（昭和 

２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定に基づき、議会の議決を求

める。 

記

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

戸田市立福祉作業所ゆうゆう 

 戸田市立福祉作業所かがやき 

２ 指定管理者候補者の名称 

戸田市大字新曽１５２２番地の１ 

社会福祉法人戸田わかくさ会 

３ 指定する期間 

令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 

令和２年１１月２４日提出 

戸田市長 菅 原 文 仁 
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議案第９４号 

指定管理者の指定について 

 下記のとおり公の施設の指定管理者を指定したいから、地方自治法（昭和 

２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定に基づき、議会の議決を求

める。 

記

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

 戸田市立児童センタープリムローズ 

２ 指定管理者候補者の名称 

東京都国分寺市光町２丁目５番地１ 

 株式会社こどもの森 

３ 指定する期間 

令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 

令和２年１１月２４日提出 

戸田市長 菅 原 文 仁 
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議案第９５号 

町の区域を新たに画し及び変更することについて 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定により、市

内の町の区域を別紙変更調書のとおり新たに画し、及び変更するものとする。 

令和２年１１月２４日提出 

戸田市長 菅 原 文 仁 
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別紙

変 更 調 書

美女木北１丁目を画する区域 

 大字美女木字向田９４３の１から９４３の１２まで、９４６の２、９４６の

３、９４７の１、９４９の２、９５０の２から９５０の６まで、９５０の８、

９５０の９、９５１の２から９５１の６まで、９５１の８、９５１の９、９５２ 

の２から９５２の６まで、９５２の８、９５２の９、９５２の１１、９５２の

１２、９５３の２、９５３の４から９５３の２０まで、９５３の２２から９５３ 

の２９まで、９５４の１から９５４の７まで、９５５の１から９５５の８まで、

９５６の１から９５６の４まで、９５６の６から９５６の９まで、９５９の１

から９５９の４まで、９６１の１から９６１の９まで、９６２の１から９６２

の４まで、９６４の１から９６４の５まで、９６５の２、９６５の４、９６５

の５、９６６の２、９６６の３、９６６の５から９６６の７まで、９６７の２

から９６７の４まで、９６７の６から９６７の８まで、９６８の１から９６８

の４まで、９６８の７、９６９から９７６まで、９７７の１、９７８、９８０

の１から９８０の３まで、１００６、１０１５の１、１０１５の２、１０１６、

１０２５、１０２６の１から１０２６の５まで、１０２７、１０２８の１から

１０２８の１２まで、１０２９の１、１０２９の２、１０２９の４から１０２９ 

の７まで、１０３０から１０３２まで、１０３３の１から１０３３の４まで、

１０３４の１、１０３４の２、１０３５の１、１０３５の２、１２３３の２、

１２３４の２、１２３７の２、１２３８の２、１２３９から１２４１まで、 

１２４２の２、１２４３の２、１２４４の２、１２４５、１２４６の２、１２４６ 

の３、１２４７の２、１２４７の３、１２４８の２、１２８３の２、１２８３

の３、１２８４の２、１２８４の３、１２８５の２、１２８５の３、１２９０

の２、１２９１、１２９２の２、１２９２の３、１２９３の２、１２９３の３、

１２９５の２、１２９６の２、１２９７の１、１２９７の２、１２９８の２、

１２９８の３、１３００の２、１３０１の２、１３０１の３、１３０２の２、

１３０４の２、１３０５の２、１３０６の２、１３０７の２、１３０８の２、

１３０９の１、１３０９の２、１３１０の２、１３１０の３、１３１１の２、

１３１１の３、１３１２の２、１３１２の３、１３１３の２、１３１３の３、

１３１４の２、１３１６の２、１３１６の３、５９５４、５９５５の１から 
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５９５５の４まで、５９５５の６、５９５５の８から５９５５の１０まで、 

５９５６の１から５９５６の４まで、５９５６の６、５９５６の８、５９５７

の１から５９５７の５まで、５９５８の１、５９５８の３、５９５９、５９６０、 

５９６１の４、５９６１の６、５９６１の７、５９６７から５９７６まで、 

５９７９から５９８３まで、５９８４の１、５９８４の２、５９８５から 

５９８９まで、５９９２から５９９７まで及びこれらの区域に隣接する道路で

ある公有地の全部 

美女木北２丁目を画する区域 

 大字美女木字溝口６４２の３、６４３の３、６４７の２、６４８の２、６５８ 

の２、６５９の２、６６０の２、６６１の２、６６９の２、６７１の３、６７２ 

の２、字向田１１４０の１、１１４０の２、１１４１の１、１１４１の４、 

１１４１の３４から１１４１の３９まで、１１５４の２、１１５５、１１５６

の１から１１５６の４まで、１１５７の１から１１５７の９まで、１１５８の

１から１１５８の３まで、１１５９、１１６０、１１６１の１、１１６３の１、

１１６４の１から１１６４の７まで、１１６５の１から１１６５の３まで、 

１１６６の１、１１６７の１、１１６８、１１６９、１１７０の１、１１７０

の２、１１７１の１、１１７１の２、１１７２、１１７３、１１７４の１、 

１１７４の２、１１７５の１、１１７５の２、１１７６から１１７９まで、 

１１８３、１１８９の１、１１９０の１、１１９０の２、１１９１の１、 

１１９３の１、１１９４から１１９９まで、１２００の１から１２００の４ま

で、１２０１の１から１２０１の６まで、１２０２から１２１２まで、１２１３ 

の１から１２１３の３まで、１２１４の３、１２１４の５から１２１４の１５

まで、１２１５から１２１８まで、１２１９の１、１２１９の２、１２２０の

１から１２２０の６まで、１２２１から１２２３まで、１２２４の１、１２２４ 

の４、１２２７の３から１２２７の５まで、１２２８の２、１２２９の１、 

１２２９の２、１２３０の２、１２６５の１、１２６６の１、１２６７の１、

１２６８の１、１２７０の１、１２７０の３から１２７０の１２まで、１２７１ 

の２から１２７１の９まで、１２７１の１１、１２７１の１２、１３１７の２、

１３１７の３、１３２３の１から１３２３の１４まで、１３２４の１から 

１３２４の４まで、１３２４の７から１３２４の１０まで、１３２５の１から

１３２５の４まで、１３２５の７から１３２５の９まで、１３２６の１から 
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１３２６の４まで、１３２６の７、１３２６の８、１３２７の１、１３２７の

４、１３２７の７、１３２７の８、１３２７の１０、１３２７の１１、１３２８ 

の１、１３２８の３から１３２８の５まで、１３２９の１、１３２９の２、 

１３３０の１から１３３０の３まで、１５３１の２、１５３１の４、１５３２

の２、１５３２の３、１５３３の２、１５３４、１５３５の２、１５３６の２、

１５５４の２、１５５５の２、１５５６の３、１５５６の４、１５５７の２、

１５５８の２、１５５８の３、１５５９の２、１５５９の３、１５６０の２、

１５６１の２、１５６１の３、１５６２、１５６３の２、１５６４の２、 

１５６５の１、１５６５の２、１５６６の２、１５６６の３、１５７８の２、

１５７９の２、１５７９の３、１５８０の１、１５８０の２、１５８１の２、

１５９０の２、１５９１、１５９２の２、１５９２の３、１５９３の２、 

１６２４の４、１６２４の５、１６２５の１、１６２５の２、１６２６の１か

ら１６２６の３まで、１６２７の２、１６２８の２、１６２９の２、字砂田切

１７２１の５、１７２２の２、１７２３の２、１７２３の３、字池ノ尻２０６９ 

の２、２０７５の２、字向田５９６１の１、５９６２から５９６６まで、 

５９７７、５９７８、５９９０、５９９１、６００１、６０６３から６０６９

まで、６０７０の１、６０７０の２、６０７１から６１０９まで、６１１０の

１、６１１１から６１１３まで及びこれらの区域に隣接介在する道路である公

有地の全部 

美女木北３丁目を画する区域 

 大字美女木字外仲田５０５の２、５０６の２、５０７、５８７の２、５８８

の２、字溝口５８９の２、５９７の２、５９８の２、５９９の２、６０８の２、

６０９の２、６１８の２、６１９の２、６２７の２、６２８の２、６２９の３、

字向田１０３６の１、１０４０の１から１０４０の１０まで、１０４１の２、

１０４２から１０４４まで、１０４５の１、１０４５の２、１０４６の１から

１０４６の４まで、１０４７、１０４９の１から１０４９の５０まで、１０５４ 

から１０５６まで、１０６０から１０６４まで、１０６５の１から１０６５の

３まで、１０６６の１、１０６６の２、１０６７の１から１０６７の５まで、

１０６８の１、１０６８の５から１０６８の１５まで、１０６９の１から

１０６９の３まで、１０７０の１、１０７０の２、１０７１から１０７３まで、 

１０７４の１から１０７４の７まで、１０７５の１、１０７５の２、１０７６、
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１０７７の１から１０７７の６まで、１０７８の１から１０７８の２６まで、

１０７９、１０８０、１０８１の１から１０８１の８まで、１０８１の１１、

１０８２の１から１０８２の１９まで、１０８３の１から１０８３の６まで、

１０８４の１から１０８４の７まで、１０８５、１０８６の１から１０８６の

５まで、１０８７の１から１０８７の４まで、１０８８から１０９０まで、 

１０９１の１から１０９１の５まで、１０９２の１から１０９２の５まで、 

１０９３の１から１０９３の５まで、１１１７から１１２０まで、１１２４、

１１２５、１１２６の１から１１２６の３まで、１１２７の１、１１２７の２、

１１３３の１、１１３３の２、１１３４、１１３５、１１３６の１から１１３６ 

の４まで、１１３７から１１３９まで、５９９８から６０００まで、６００２

から６０５７まで、６０５８の１、６０５８の２、６０５９の１、６０６０か

ら６０６２まで及びこれらの区域に介在する道路、水路である公有地の全部 

美女木１丁目に編入する区域 

 大字美女木字外仲田４６８、４６９の２、４７０の２、４７０の３、４７２

の２、４９５の２、４９８の２及びこれらの区域に隣接介在する道路、水路で

ある公有地の全部 

美女木東１丁目に編入する区域 

 大字美女木字向田１１６１の２、１１８７の１、１１８７の２、１１８８、

１１８９の２、１２２７の１、１２２７の２、１２２８の１、１２２９の３、

１２３０の１、１２３１、１２３２、１２３３の１、１２３４の３、１２３５

の２、１２３６の２、１２５８の２、１２５９の２、１２６０の２、１２６１

から１２６４まで、１２６５の２、１２６６の２、１２６７の２、１２６８の

２、１２６９の１から１２６９の１７まで、１２６９の２４から１２６９の 

３０まで、１２６９の４３から１２６９の５７まで、１２６９の５９から 

１２６９の６１まで、１２６９の６３、１２６９の６４、１２６９の６６から

１２６９の６８まで、１２６９の７０、１２６９の７２から１２６９の７５ま

で、１２６９の７８から１２６９の９７まで、１２６９の９９から１２６９の

１２２まで、字砂田切１６４０の２、１６４３の２、１６４４の２、１６４５、

１６４６、１６４７の２、１６４７の３、字向田１６４７の４、字砂田切 

１６４８の１から１６４８の３まで、１６４９の１、１６４９の２、１６５０、
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１６５１の２、１６５２の２、１６５４の２、１６５５、１６５６の２、字向

田１６５６の３、１６５６の４、字砂田切１６５７の２、１６５７の３、字向

田１６５７の４、１６５９の２、字砂田切１７２４の２、１７２５の２、 

１７２７の２、１７２８の２、１７２９の２、１７４３の２、１７４４の２、

字向田１７４５の２、字砂田切１７４６の２、１７４７の２、１７６０の２、

１７６１の２、１７７８の２、１７７９の２、１７８９の２、字向田１７８９

の３、字砂田切１７９０の２、字向田１７９０の３、字砂田切１７９２の２、

字向田１７９２の３、字砂田切１７９３の２、字向田１７９３の３、字砂田切

１７９４、１７９５の２、字向田１７９６の１、字砂田切１７９６の２、 

１７９７の２、１７９７の３、１８００の２、１８０１の２、１８０１の３、

１８０２の２、１８０２の３、字池ノ尻１８０９の２、１８１０の２、１９０１ 

の２、１９０２の２、１９０３の２、２０２６の２、２０３１の２、２０３２

の２、大字下笹目字谷口１５４の２、１５４の４、１５６の１、１５６の２、

１５６の４、１５６の５、１６０の２及びこれらの区域に隣接介在する道路、

水路である公有地の全部 

（令和２年１０月１日調査） 
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議案第９６号 

市道路線の廃止について 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第１項の規定に基づき、下記

の市道路線を廃止したいため、同条第３項において準用する同法第８条第２

項の規定により、議会の議決を求める。 

記 

路 線 番 号 起  点 終  点 延 長 幅 員 摘要 

市道第 3204 号線 笹目南町 1397 笹目南町 3591-2 19.48m 1.79m 

令和２年１１月２４日提出 

戸田市長 菅 原 文 仁 
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